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規 則

北海道立衛生学院学則の一部を改正する等の規則をここに公布する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５号

北海道立衛生学院学則の一部を改正する等の規則
（北海道立衛生学院学則の一部改正）

第１条 北海道立衛生学院学則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正す
る。
第８条の次に次の１条を加える。
（転学）
第８条の２ 他の看護師学校養成所等（保健師助産師看護師法第 条第１号、第 条第１
号及び第 条第１号に規定する学校並びに同法第 条第２号、第 条第２号及び第 条
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第２号に規定する養成所をいう。以下同じ。）に転学を志望する学生（地域看護学科、
助産学科又は看護学科に在学する学生に限る。）は、学院長に願い出てその許可を受け
なければならない。
２ 学院長は、道外の看護師学校養成所等から地域看護学科又は助産学科に転学を志望す
る者があるときは、その者が志望する学科の定員に欠員がある場合に限り、その者の転
学を許可することができる。
３ 学院長は、道外の看護師学校養成所等から看護学科に転学を志望する者があるときは、
看護学科の定員に欠員がある場合に限り、その者が道外の看護師学校養成所等で修得し
た単位に応じて、相当学年に転学を許可することができる。
４ 第２項又は前項の規定に基づき転学の許可を受けた者が在学することができる年限は、
第３条の３第３項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者が道外の看護師学校養成所
等に在学していた期間等を考慮して学院長が定める年限とする。
５ 第５条から前条までの規定は、第２項又は第３項の規定により転学しようとする者に
ついて準用する。この場合において、第７条中「次の各号に掲げる学科の区分に応じ当
該各号に定める書類」とあるのは、「次の各号に掲げる学科の区分に応じ当該各号に定
める書類、学院長が別に定める書類」と読み替えるものとする。
（北海道立網走高等看護学院学則の一部改正）
第２条 北海道立網走高等看護学院学則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよう
に改正する。
目次及び第３章の章名中「復学、休学」を「転学、休学、復学」に改める。
第９条の次に次の１条を加える。
（転学）
第９条の２ 他の高等看護学院等（保健師助産師看護師法第 条第１号に規定する学校及
び同条第２号に規定する養成所をいう。以下同じ。）に転学を志望する学生は、学院長
に願い出てその許可を受けなければならない。
２ 学院長は、道外の高等看護学院等から転学を志望する者があるときは、定員に欠員が
ある場合に限り、その者が道外の高等看護学院等で修得した単位に応じて、相当学年に
転学を許可することができる。
３ 前項の規定に基づき転学の許可を受けた者が在学することができる年限は、第２条第
３項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者が道外の高等看護学院等に在学していた
期間等を考慮して学院長が定める年限とする。
４ 第６条から前条までの規定は、第２項の規定により転学しようとする者について準用
する。この場合において、第８条中「次の書類」とあるのは、「次の書類、学院長が別
に定める書類」と読み替えるものとする。
（北海道立旭川高等看護学院学則の一部改正）
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第３条 北海道立旭川高等看護学院学則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよう
に改正する。
目次及び第３章の章名中「復学、休学」を「転学、休学、復学」に改める。
第 条の次に次の１条を加える。
（転学）
第 条の２ 他の高等看護学院等（保健師助産師看護師法第 条第１号、第 条第１号及
び第 条第１号に規定する学校並びに同法第 条第２号、第 条第２号及び第 条第２
号に規定する養成所をいう。以下同じ。）に転学を志望する学生は、学院長に願い出て
その許可を受けなければならない。
２ 学院長は、道外の高等看護学院等から地域看護学科又は助産学科に転学を志望する者
があるときは、その者が志望する学科の定員に欠員がある場合に限り、その者の転学を
許可することができる。
３ 学院長は、道外の高等看護学院等から看護学科に転学を志望する者があるときは、看
護学科の定員に欠員がある場合に限り、その者が道外の高等看護学院等で修得した単位
に応じて、相当学年に転学を許可することができる。
４ 第２項又は前項の規定に基づき転学の許可を受けた者が在学することができる年限は、
第２条第３項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者が道外の高等看護学院等に在学
していた期間等を考慮して学院長が定める年限とする。
５ 第６条から前条までの規定は、第２項又は第３項の規定により転学しようとする者に
ついて準用する。この場合において、第８条中「次の各号に掲げる学科の区分に応じ当
該各号に定める書類」とあるのは、「次の各号に掲げる学科の区分に応じ当該各号に定
める書類、学院長が別に定める書類」と読み替えるものとする。
附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。
２ 第 条の２第３項の規定は、平成 年２月 日から同年３月 日までの間に限り、北
海道立釧路高等看護学院から転学を志望する者について準用する。この場合において、
当該転学を志望する者の入学の選考及び入学手続については、学院長が別に定める。
（北海道立釧路高等看護学院学則の一部改正）

第４条 北海道立釧路高等看護学院学則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよう
に改正する。
目次及び第３章の章名中「復学、休学」を「転学、休学、復学」に改める。
第 条の次に次の１条を加える。
（転学）
第 条の２ 他の高等看護学院等（保健師助産師看護師法第 条第１号に規定する学校及
び同条第２号に規定する養成所をいう。）に転学を志望する学生は、学院長に願い出て
その許可を受けなければならない。

（北海道立紋別高等看護学院学則の一部改正）
第５条 北海道立紋別高等看護学院学則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよう
に改正する。
目次及び第３章の章名中「復学、休学」を「転学、休学、復学」に改める。
第 条の次に次の１条を加える。
（転学）
第 条の２ 他の高等看護学院等（保健師助産師看護師法第 条第１号に規定する学校及
び同条第２号に規定する養成所をいう。以下同じ。）に転学を志望する学生は、学院長
に願い出てその許可を受けなければならない。
２ 学院長は、道外の高等看護学院等から転学を志望する者があるときは、定員に欠員が
ある場合に限り、その者が道外の高等看護学院等で修得した単位に応じて、相当学年に
転学を許可することができる。
３ 前項の規定に基づき転学の許可を受けた者が在学することができる年限は、第２条第
３項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者が道外の高等看護学院等に在学していた
期間等を考慮して学院長が定める年限とする。
４ 第６条から前条までの規定は、第２項の規定により転学しようとする者について準用
する。この場合において、第８条中「次の書類」とあるのは、「次の書類、学院長が別
に定める書類」と読み替えるものとする。
附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。
２ 第 条の２第２項の規定は、平成 年２月 日から同年３月 日までの間に限り、北
海道立釧路高等看護学院から転学を志望する者について準用する。この場合において、
当該転学を志望する者の入学の選考及び入学手続については、学院長が別に定める。
（北海道立江差高等看護学院学則の一部改正）
第６条 北海道立江差高等看護学院学則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように
改正する。
目次及び第３章の章名中「復学、休学」を「転学、休学、復学」に改める。
第 条の次に次の１条を加える。
（転学）
第 条の２ 他の高等看護学院等（保健師助産師看護師法第 条第１号に規定する学校及
び同条第２号に規定する養成所をいう。以下同じ。）に転学を志望する学生は、学院長
に願い出てその許可を受けなければならない。
２ 学院長は、道外の高等看護学院等から転学を志望する者があるときは、定員に欠員が
ある場合に限り、その者が道外の高等看護学院等で修得した単位に応じて、相当学年に
転学を許可することができる。
３ 前項の規定に基づき転学の許可を受けた者が在学することができる年限は、第３条第
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３項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者が道外の高等看護学院等に在学していた
期間等を考慮して学院長が定める年限とする。
４ 第７条から前条までの規定は、第２項の規定により転学しようとする者について準用
する。この場合において、第９条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類、
学院長が別に定める書類」と読み替えるものとする。
附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。
２ 第 条の２第２項の規定は、平成 年２月 日から同年３月 日までの間に限り、北
海道立釧路高等看護学院から転学を志望する者について準用する。この場合において、
当該転学を志望する者の入学の選考及び入学手続については、学院長が別に定める。
（北海道立釧路高等看護学院学則の廃止）

第７条 北海道立釧路高等看護学院学則は、廃止する。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条の規定は、平成 年４月１日から施
行する。

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成 年２月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起

算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
沼 川 一般農道整備［集乳農道］ 北海道宗谷支庁
栄 進 同 北海道根室支庁
美 原 東 農免農道整備 同
上 春 別 北 草地整備［担い手中核型］（区画整理） 同
光 進 同 同
別 海 東 同 同

上 風 連 同 同

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 河東郡鹿追町瓜幕西 線 の ・ の ・ の ・

の （以上４筆について次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 中川郡幕別町忠類幌内 の２・ の２（以上２筆
について次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝支庁産業振興部林務課及び関係町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年２月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 天塩郡天塩町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び天塩町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第 条
の規定により、その通知の内容を美瑛町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成 年北
海道告示第 号のとおりである。

平成 年２月 日
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北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
上川郡美瑛町字ベベツ の 所在の森林について所有権を有する 中 村 裕 一

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
恵 庭 栗 山 線 夕張郡栗山町中央１丁目 番１地先から 前 から ―――北海道札幌土木現業所 夕張郡栗山町中央１丁目 番１地まで まで

後 から ―――まで

後 から ―――まで
朝 日 桜 丘 線 夕張郡栗山町中央１丁目 番地先から 前 から 道道恵庭栗山線
北海道札幌土木現業所 夕張郡栗山町中央１丁目 番１地先まで まで 重複

後 から 道道恵庭栗山線
まで 重複

後 から 道道恵庭栗山線
まで 重複

道道 然 別 峡 線 河東郡鹿追町字ウリマク国有林 林班ろ小班地先から 同
北海道帯広土木現業所 河東郡鹿追町字ウリマク国有林 林班ろ小班地先まで
道道 忠 別 清 水 線 上川郡新得町屈足旭町１丁目 番２地先から 同
北海道帯広土木現業所 上川郡新得町屈足旭町２丁目 番１地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 砂川奈井江美唄線 砂川市北吉野町 番１地先から 平成
北海道札幌土木現業所 砂川市北吉野町 番２地先まで

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 幕別町
２ 都市計画事業の種類及び名称 帯広圏都市計画道路事業（ 号北栄大通、

号札内西大通及び 号北栄西通）
３ 事 業 施 行 期 間 平成 年６月 日から平成 年３月 日まで
４ 事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

支 庁 告 示

北海道後志支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

北海道後志支庁長 宮 木 康 二
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量 パーソナルコンピュータ 台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
納 入 期 限 平成 年３月 日（月）
納 入 場 所 北海道後志保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号及び平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
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当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月 日（金）から３月 日（月）まで（ただし、

土曜日、日曜日及び祝日は除く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 田郡 知安町北１条東２丁目

北海道後志保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道後志保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 田郡 知安町北１条東２丁目 北海道後志合同庁舎１階

知安保健所会議室（送付による場合は、郵便番号
田郡 知安町北１条東２丁目 北海道後志保健福祉事務所保

健福祉部社会福祉課）
入 札 日 時 平成 年３月 日（月）午後２時（送付による場合は、平成

年３月 日（金）までに必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の告示
平成 年１月 日付け北海道後志支庁告示第１号

８ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合

う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道後志保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課
所 在 地 郵便番号 田郡 知安町北１条東２丁目

電話番号

．
．

．

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

北海道警察本部長 橋 清 孝
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
自動車ガソリン １号
自動車ガソリン ２号
軽油 １号、２号及び３号
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年５月１日から平成 年７月 日まで
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納 入 場 所 給油カード又は給油票を提示する場所
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定による

石油販売業の届出をしていること。
揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和 年法律第 号）第３条の規定による揮

発油販売業の登録を受けていること。
納入する物品について、契約担当者等が指定する数量を納入することができること。
次に掲げる市町村で給油（危険物の規制に関する政令（昭和 年政令第 号）第

条第５項に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（以下「セルフ給油所」とい
う。）における給油を除く。）が可能なこと。

札幌市内の警察署を除く全道の各警察署管内で１箇所以上給油（セルフ給油所におけ
る給油を除く。）が可能なこと。
札幌市内（北海道警察本部庁舎から半径３キロメートル以内）で１箇所以上 時間給

油（セルフ給油所における給油を除く。）が可能なこと。
３ 条件付一般競争入札参加資格の審査

この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の から までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月 日から３月 日まで（土曜日、日曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規定する休
日を除く。）

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

市 町 村 名 給 油 箇 所 数

登 別 市 ２箇所以上

洞 爺 湖 町 ２箇所以上

喜 茂 別 町 １箇所以上

壮 町 １箇所以上

留 寿 都 村 １箇所以上

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部総務部会計課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道警察本部総務部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場

（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北２
条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課）

入 札 日 時 平成 年４月４日 午後１時 分（送付による場合は、平成
年４月４日 午後０時 分必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道警察本部総
務部会計課に申し込むこと。
また、北海道警察のホームページ（

）から閲覧・印刷することができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のオ及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

電話番号 内線
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